
堺市上下水道局建設工事入札結果等の公表に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成 12 年法律第

127号）に基づき、上下水道局（以下「局」という。）が発注する建設工事及び建設工事に関連

する委託業務（以下「建設工事等」という。）に係る入札手続及び契約手続の一層の透明性を確

保するため、入札結果等を公表することについて必要な事項を定める。  

（準用規定） 

第２条 堺市建設工事入札結果等の公表に関する要綱（平成 10年制定。以下「市要綱」という。）

の規定（第４条及び第６条を除く。）は、局が発注する建設工事等の入札結果等を公表する場合

について準用する。この場合において、市要綱第２条中「堺市契約規則」とあるのは「堺市上

下水道局契約規程（昭和 50年水道局管理規程第 7号）第３条の規定により準用する堺市契約規

則」と、市要綱第３条第３号中「堺市建設工事等に係る一般競争入札の実施に関する要綱」と

あるのは「堺市上下水道局建設工事等に係る一般競争入札の実施に関する要綱（平成 16年制定）

第２条の規定により準用する堺市建設工事等に係る一般競争入札の実施に関する要綱」と、同

条第１３号中「地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第１６７条の２第１項第８号」と

あるのは「地方公営企業法施行令（昭和 27年政令第 403号）第２１条の１３第１項第８号」と、

同条第１４号中「地方自治法施行令第１６７条の２第１項第９号」とあるのは「地方公営企業

法施行令第２１条の１３第１項第９号」と、市要綱第５条第７号中「堺市建設工事等に係る競

争入札等事務取扱要綱」とあるのは「堺市上下水道局建設工事等に係る競争入札等事務取扱要

綱（平成 16年制定）第２条の規定により準用する堺市建設工事等に係る競争入札等事務取扱要

綱」と読み替えるものとする。 

（公表の方法） 

第３条 公表は、前条の規定により準用する市要綱第３条各号に掲げる事項を、インターネット

を利用して閲覧に供する方法により行うものとする。 

（手数料の免除） 

第４条 入札結果等の閲覧に係る手数料については、市長事務部局の例により免除する。 

 

附 則  

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。  

附 則  

（施行期日）  

１ この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。  

（適用区分）  

２ この要綱による改正後の第２条により準用する堺市建設工事入札結果等の公表に関する要綱

（平成 10年制定）第３条及び第５条の規定は、平成２４年４月１日以後に公告又は堺市契約規



則（昭和 50 年規則第 27 号）第１１条の規定により通知が行われる契約について適用し、同日

前に公告又は同条の規定により通知が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、

なお従前の例による。  

附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日）  

１ この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。  

（適用区分）  

２ この要綱による改正後の第２条の規定は、平成２９年４月１日以後に公表が行われるものに

ついて適用し、同日前に公表したものについては、なお従前の例による。 

附 則  

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この要綱による改正後の堺市上下水道局建設工事入札結果等の公表に関する要綱の規定は、

令和４年４月１日以後に公表が行われるものについて適用し、同日前に公表したものについて

は、なお従前の例による。 

附 則  

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 


